
長野県内のホテル、旅館、物販店、飲食店のオーナー（管理者）の皆様へ 

建築物等※の定期調査と報告が必要です！ 

建築物やその建築設備等※は適時に適切な維持管理を行わないと、雨漏りや故障などの不具合が生じ

るだけでなく、火災発生時に利用者が避難できない等、人命に係る重大な事故に繋がる恐れがあります。 

建築基準法第１２条では、所有者（管理者）に定期の調査と報告を義務付けており、報告しない者は１００

万円以下の罰金に処されることがあり、また、調査やそれに基づく適正な管理を怠ったことが原因で重大

な事故が発生すると、その責任が問われることになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 一定規模以上の「建築物」とその建築物に設置されている「建築設備」「防火設備」のうち安全上、防火上又は 

衛生上重要なもの、「昇降機」等が定期調査と報告の対象となります。詳細は以下及び裏面を御覧ください。 

 

○ 定期調査と報告の対象と報告周期 

対象建築物 

用等 
規模 （いずれかに該当する建築物） 

（凡例） Ａ ：対象用途の床面積 、 Ｆ ：階 

報告 

周期 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 

ホテル又は旅館 

・ ３Ｆ以上の Ａ＞１００㎡ 

・ ２Ｆの Ａ≧３００㎡ 

・ Ａ＞５００㎡ 

・ 地下Ｆの Ａ＞１００㎡） 

２年  ○  ○ 

百貨店、マーケット、 

展示場又は 

物品販売業を営む店舗 

・ ３Ｆ以上の Ａ＞１００㎡ 

・ ２Ｆの Ａ≧５００㎡ 

・ Ａ＞１,５００㎡  

・ 地下Ｆの Ａ＞１００㎡ 

２年  ○  ○ 

キャバレー、カフェー、 

ナイトクラブ、バー、 

ダンスホール、遊技場、 

公衆浴場、待合、 

料理店又は飲食店 

・ ３Ｆ以上の Ａ＞１００㎡ 

・ ２Ｆの Ａ≧５００㎡ 

・ Ａ≧５００㎡ （カフェー、待合は A≧3,000 ㎡） 

・ 地下Ｆの Ａ＞１００㎡ 

２年  ○  ○ 

主な調査項目 ： 外部（外壁、基礎）、 屋上・屋根、 内部（防火区画、廊下、階段、内装材）、 敷地・地盤 

 

雨 漏 り 等 が

原因の 

コンクリート

片の落下 感知器故障に

よる防火扉の

不作動 

対象規模は国が定めるもの（特記外）のほか、長野県や長野市、松本市、上田市独自指定のものがあります。 



対象建築設備、対象防火設備 （対象建築物に設置されたもの） 報告周期「毎年」 

対象建築設備 対象となる機器 （対象建築物に設置されたもの） 

換気設備 床面積の 1/20 の開放できる窓がない居室又は火気使用室に設置され

た中央管理方式の空調設備又はダクトが２以上の室に係る換気設備 

（注）居室毎に単独で設置されたものは建築設備としての報告対象外 

排煙設備 排煙機を設けた機械式の排煙設備 

非常用照明設備 電源別置型（発電機型等）の非常用照明 (注)電源内蔵型は報告対象外 

 

対象防火設備         （対象建築物に設置されたもの） 

随時閉鎖式の（煙感知器等と連動して閉鎖する）防火扉、防火シャッター等の防火設備 

（注）防火ダンパー、外部開口の防火設備、常時閉鎖式の防火設備は防火設備としての報告対象外（建築物で報告対象） 

 

対象昇降機、準用工作物  報告周期「毎年」 

対象昇降機 

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機  

（注）ホームエレベータ、テーブル式（出し入れ口が床上 50 ㎝以上）の小荷物専用昇降機は報告対象外 

準用工作物 

観光用昇降機、遊戯施設 

 

○ 点検実施資格者 

一級・二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員 

建築当時の設計者等お知り合いの上記資格者に御依頼してください。なお、御依頼先が見つからない

場合には、下記報告先又は長野県建設部建築住宅課指導審査係まで御相談ください。 

 

○ 廃業、休業中の場合 

 

○ 報告書の提出先 （長野市、松本市、上田市内は各市の建築指導課に確認してください） 

具体的な調査内容や記載方法については、県建設事務所（整備・）建築課にお気軽に御相談ください。 

県ホームページでは制度の詳細や様式等を掲載しております。「定期報告」で検索をお願いします。 

定期検査と報告は不要となりますので、以下報告先に連絡のうえ指定の届出書を提出してください。 

定期報告書の受付業務を一般財団法人長野県建築住宅センターに委託しています。 

提出方法は、〇郵送、〇電子申請のいずれかからできます。詳細は、以下の URL からご確認ください。       

一般財団法人長野県建築住宅センターホームページ  

URL ： http://n-jutaku.or.jp/gyomu/teiki/ 

 TEL ： 026-219-2310  FAX ： 026-219-2315 
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